
１．予約制乗合タクシー「ペア割」制度(案)について
ペア割料金制度を導入し、１人片道　３００円　とする。
開始時期；　　国交省の認可が得られた後
条件；①一つの申込みで複数人の利用者があること。(最大４人)
　　　②乗車場所かあるいは降車場所のどちらかが一緒であること。
上記①②に該当する場合に、通常１人片道５００円の利用料を
⇒⇒⇒　１人片道３００円(案)
とする制度
（事例）
１）近所の方(満６５歳以上で登録されている方)と一緒に、町内のどちらかに買い物等で予約制乗合タクシーを利用する場合　(逆も可)
２）町内の医院から同じ方面に帰る場合の予約制乗合タクシーの利用(逆も可)
３）それぞれの自宅から、定期バスを利用し茂原等へ出かける際の、最寄りのバス停留所等までの予約制乗合タクシーの利用　(逆も可)
（注意点）
※何れの場合も、運行事業者へは、別々の申し込みではなく、一つの申し込みで行うことが必要要件
※乗合利用促進を図るための施策であること
※別々に申し込んであるものが、結果的に乗合いになる場合は、対象外
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